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徳
島
県
告
示
第
九
十
二
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。
令
和
八
年
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
シ
ス
テ
ム
調
達
及
び
運
用
保
守
業
務

一
式

２

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
特
質
等

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
シ
ス
テ
ム
調
達
及
び
運
用
保
守
業
務
仕
様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
。

）
に
よ
る
。

３

業
務
委
託
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

本
件
入
札
に
係
る
入
札
概
要
書
及
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
概
要
書
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を

受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

６

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続
に
関
す
る
事
項

１

入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
で
、
こ
の
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
知
事
が
定

め
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
審
査
申
請
書
」
と
い
う



。
）
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場
所

（一）

（二）

へ
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
受
領
期
限
ま
で
に
申
請
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
審
査
申
請
書
等
に
不
備
が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
入
札
公
告
に
係
る
入
札
参
加
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

２

審
査
申
請
書
等
の
受
領
期
限
及
び
提
出
場
所

受
領
期
限

（一）

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
正
午

提
出
場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話

○
八
八

六
二
一

二
〇
六
七
）

｜

｜

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

１

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
概
要
書
等
及
び
契
約
条
項
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
担
当

電
話

〇
八
八

六
二
一

三
二
六
六

｜

｜

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

〇
八
八

六
二
一

二
八
三
六

｜

｜

電
子
メ
ー
ル

g
y
o
u
s
e
i
d
x
@
p
r
e
f
.
t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
l
g
.
j
p

２

入
札
概
要
書
等
の
交
付
期
間

令
和
八
年
二
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
正
午
ま
で

３

入
札
概
要
書
等
の
交
付
方
法

徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
無
償
で
交
付
す
る
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
し
よ
う
と
す
る
特
定
役
務
の
仕
様
が
、
仕
様
書
に
示
し

た
特
質
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
（
以
下
「
応
札
仕
様
書
等
」
と
い
う

。
）
を
、
県
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま
で
に
２
の

に
掲
げ
る
提

（一）

（二）

出
場
所
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
提
出
し
た
応
札
仕
様
書
等
に
関
し
県
か
ら
説
明
を

求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
札
仕
様
書
等
の
審
査
の
結
果
、
採
用
し
得
る
と
判
断
さ
れ
「
適
合
」
と
さ
れ
た
応
札
仕
様
書
等

を
提
出
し
た
者
に
限
り
、
入
札
落
札
決
定
の
対
象
と
す
る
。

２

応
札
仕
様
書
等
の
受
領
期
限
、
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

受
領
期
限

（一）

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
正
午

提
出
場
所

（二）

郵
便
番
号

七
七
○

八
五
七
○

｜

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
担
当

提
出
方
法

（三）

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
受
領
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。
）

六

入
札
手
続
等



１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

日
時

（一）

令
和
八
年
三
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
万
代
庁
舎
四
階

四
Ａ
会
議
室

入
札
書
の
提
出
方
法

（三）

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
シ
ス
テ

ム
調
達
及
び
運
用
保
守
業
務
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
の
上
、
書
留
郵
便
に
よ
り
、
２
の

に
掲
げ

（一）

る
受
領
期
限
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
宛
先

受
領
期
限

（一）

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
午
後
五
時

宛
先

（二）

郵
便
番
号

七
七
○

八
五
七
○

｜

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
情
報
政
策
課
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
担
当

３

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
仕
様
書
に
記
載
し
た
各
種
費
用
を
積
算
の
上
、
総
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
代
金
の

見
積
り
に
当
た
っ
て
は
、
仕
様
書
に
記
載
し
た
条
件
を
満
た
す
た
め
に
要
す
る
経
費
一
切
を
含
め
た

金
額
を
見
積
も
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額

の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

５

入
札
の
無
効

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
筒
の
表
面
に
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
シ
ス
テ
ム
調
達
及
び
運
用
保
守
業
務
入
札
書
在
中
」
の
朱

書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
行
っ
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（八）



６

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
五
に
よ
り
こ
の
公
告
及
び
仕
様
書
に
示
し
た
特
定
役
務
の
提

供
に
つ
い
て
証
明
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提
示
し

た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。

な
お
、
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て

本
件
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
。

７

契
約
書
作
成
の
要
否

要

８

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

９

そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
概
要
書
に
よ
る
。

（一）

本
件
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
締
結
日
の
属
す
る
年
度
の
県
の
予
算
が
成
立
し
な
か
っ
た
場

（二）
合
又
は
減
額
と
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
入
札
を
中
止
す
る
。

本
件
特
定
調
達
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四

（三）
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
契
約
締
結
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降

に
お
い
て
こ
の
契
約
に
係
る
県
の
予
算
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
又
は
減
額
と
な
っ
た
場
合
は
、

県
は
こ
の
契
約
の
全
部
又
は
一
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
当

該
解
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

七

S
u
m
m
a
r
y

１
N
a
t
u
r
e
a
n
d
Q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
S
e
r
v
i
c
e
s
t
o
b
e
R
e
q
u
i
r
e
d

P
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t
,
O
p
e
r
a
t
i
o
n
,
a
n
d
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
o
f
S
e
c
u
r
i
t
y
S
y
s
t
e
m
1
s
e
t

２
T
i
m
e
L
i
m
i
t
o
f
T
e
n
d
e
r

2
:
0
0
p
.
m
.
o
n
M
a
r
c
h
3
0
,
2
0
2
6

３
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
l
e
a
s
e
s
e
n
d
a
l
l
e
n
q
u
i
r
i
e
s
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g

a
d
d
r
e
s
s
.

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
D
X
P
r
o
m
o
t
i
o
n
O
f
f
i
c
e
,
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
P
o
l
i
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
,

P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
G
e
n
e
r
a
l
A
f
f
a
i
r
s
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
O
f
f
i
c
e
.

1
-
1
B
a
n
d
a
i
-
c
h
o
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
7
7
0
-
8
5
7
0

P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
2
1
-
3
2
6
6



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
一
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
落

札
方
式
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

購
入
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量

血
管
造
影
Ｘ
線
撮
影
装
置
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ-

Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
）
及
び
保
守
業
務

一
式

２

購
入
物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

納
入
期
限

令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日(

木
曜
日)

４

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

及
び
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
（
仕
様
内
容
を
除
く
。
）

及
び
契
約
条
項
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課
施
設
整
備
推
進
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
二
一
八
）

四

仕
様
内
容
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課
施
設
整
備
推
進
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
二
一
八
）

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項
等

１

本
件
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
等
の
仕
様
が
、
入
札
説
明
書

に
示
し
た
特
質
等
の
必
須
の
要
求
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
（
以
下

「
応
札
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
を
、
県
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま

（一）

で
に
２
の

に
掲
げ
る
提
出
場
所
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
提
出
し
た
応
札
仕
様
書

（二）

に
関
し
県
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

応
札
仕
様
書
の
受
領
期
限
、
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

受
領
期
限

（一）

令
和
八
年
三
月
九
日
（
月
曜
日
）
午
後
五
時

提
出
場
所

（二）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課
施
設
整
備
推
進
担
当

提
出
方
法

（三）

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
受
領
期
限
ま
で
に
必
着
の

こ
と
。
）

六

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

日
時

（一）

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
（
木
曜
日
）
午
後
二
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
病
院
局
会
議
室

入
札
書
の
提
出
方
法

（三）

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
受
領
期
限
ま
で
に
必
着
の

こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
宛
先

受
領
期
限

（一）

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

宛
先

（二）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課
施
設
整
備
推
進
担
当

３

入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の

百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

５

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

６

入
札
の
無
効

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
血
管
造
影
Ｘ
線
撮
影
装
置
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ-

Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
）
及
び
保
守
業
務

一

式
」
と
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札



記
名
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（七）
７

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
五
に
よ
り
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
に
示
し
た
物
品
等
の

納
入
に
つ
い
て
証
明
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
総
合
評
価
基
準
等
に

基
づ
き
算
定
さ
れ
た
数
値
の
最
も
高
い
も
の
で
落
札
者
を
決
定
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
数
値
の
者

が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。

８

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

９

契
約
書
の
作
成
に
係
る
注
意
事
項

今
回
の
入
札
に
お
い
て
は
、
機
器
納
入
後
、
稼
働
開
始
か
ら
一
年
間
の
無
償
保
証
期
間
の
満
了
後

以
降
五
年
間
の
保
守
経
費
に
つ
い
て
も
含
め
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
物
品
売
買
契
約
と
保
守
業
務
委
託
契
約
と
は
別
々
に
締
結
す
る
こ
と
と
し
、
保
守
業
務

委
託
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
契
約
条
項
に
「
こ
の
契
約
は
徳
島
県
長
期
継
続
契
約
に
関

す
る
条
例(

平
成
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
十
八
号)

の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
た
め
翌

年
度
以
降
に
お
い
て
、
歳
出
予
算
の
当
該
金
額
に
つ
い
て
、
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
当
該

契
約
は
解
除
す
る
」
旨
を
規
定
す
る
。

そ
の
他

10

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七

S
u
m
m
a
r
y

1
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d

I
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
a
l
R
a
d
i
o
l
o
g
y
-
C
o
m
p
u
t
e
d
T
o
m
o
g
r
a
p
h
y
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
1
s
e
t

2
T
i
m
e
-
l
i
m
i
t
f
o
r
t
h
e
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
a
n
d
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s

f
o
r
t
h
e
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n

5
:
0
0
p
.
m
.
,
M
a
r
c
h
9
,
2
0
2
6

3
D
a
t
e
o
f
T
e
n
d
e
r

2
:
0
0
p
.
m
.
,
M
a
r
c
h
2
6
,
2
0
2
6

(
B
y
m
a
i
l
,
t
e
n
d
e
r
s
m
u
s
t
b
e
s
u
b
m
i
t
t
e
d
b
y
5
:
0
0
p
.
m
.
,
M
a
r
c
h
2
5
,
2
0
2
6
)

4
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
R
e
f
o
r
m
D
i
v
i
s
i
o
n
,
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
H
o
s
p
i
t
a
l
s
B
u
r
e
a
u

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

1
-
1
B
a
n
d
a
i
-
c
h
o
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e

P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
2
1
8



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
の
表

の
項
中
「徳

島
市
佐
古
八
番
町
4

」
を
「徳

島
市
佐
古
八
番
町
4
-
2
2

」
に
、
同
表

の
項
中

11

131

「三
好
市
三
野
町
加
茂
野
宮
字
東
王
地
本
15
0
9番
地
1

」
を
「三

好
市
三
野
町
加
茂
野
宮
15
0
9番
地
1

」
に
、

二
の
表

の
項
中
「介

護
老
人
福
祉
施
設
健
祥
会
バ
イ
エ
ル
ン

」
を
「特

別
養
護
老
人
ホ

ーム
健
祥

45

会
バ
イ
エ
ル
ン

」
に
改
め
る
。



徳島県監査委員公表第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、令和

７年度の定期監査を執行したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和８年２月１３日 

徳島県監査委員  鹿 山 公 弘   

同        大 西 康 生   

同        福 山 正 啓   

同        井 村 保 裕   

同        平 山 尚 道   

 

 

１ 監査基準 

  定期監査については、徳島県監査基準（令和２年３月６日徳島県監査委員告示第１号）に

準拠して実施した。 

 

２ 監査の対象 

  令和７年１０月９日から令和７年１２月２２日までの間に、別表に記載の５１機関におい

て実施した。 

 

３ 監査の着眼点 

  監査対象事務の執行が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。 

 

４ 監査の実施内容 

  令和６年度における財務に関する事務及び経営に係る事業の管理を対象とし、監査対象機

関から提出された関係書類を照合するとともに、関係職員から説明を聴取することにより、

監査を実施した。 

 

５ 監査の結果 

  監査の着眼点及び監査の実施内容のとおり監査を行った結果、重要な点において監査基準

第１５条第２項第１号に定める事項が認められないものについては、次のとおりである。 

 

(1) 収入事務おいて適切でないもの 
 

  ＜保健製薬環境センター＞ 

 有価物の売却に係る契約において、随意契約ができる場合に該当しないにもかかわら

ず、随意契約しているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確

保する必要がある。 

 

  ＜南部総合県民局県土整備部〈阿南庁舎〉＞ 

 河川占用許可事務において、占用料の未徴収や占用許可更新手続の不備のほか、関係書

類の誤廃棄を行ったものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保

する必要がある。 

 

 

 

 

 



(2) 夜勤手当の支給で適切でないもの 
 

  ＜徳島学院＞ 

 夜勤手当を支給するべきであったにもかかわらず、支給されていないものがある。今後、

組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

(3)契約事務で適切でないもの 

 

  ＜南部総合県民局県土整備部〈美波庁舎〉＞ 

 委託契約において、予定価格を定めていないものがある。今後、組織的な確認を徹底し、

適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

  ＜南部総合県民局県土整備部〈美波庁舎〉＞ 

    委託契約において、予算成立前に見積合わせを行っているものがある。今後、組織的な

確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 

 

(4)収入で未収となっているもの 

 

  ＜南部こども女性相談センター＞ 

 児童福祉費負担金について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を

行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    児童福祉費負担金の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 6,370,760円 

 令和５年度決算額 6,418,880円 

 増 減 額 △48,120円 

 

  ＜西部こども女性相談センター＞ 

 児童福祉費負担金について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を

行い、収入確保に努める必要がある。 
 

    児童福祉費負担金の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 1,432,190円 

 令和５年度決算額 1,406,940円 

 増 減 額 25,250円 

 

  ＜南部総合県民局地域創生防災部〈阿南庁舎〉＞ 

 県税について、市町等関係機関と連携して、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適

切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

 

 

 

 



  県税の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 152,706,624円 

 令和５年度決算額 105,889,024円 

 増 減 額 46,817,600円 

     

  ＜南部総合県民局保健福祉環境部〈美波庁舎〉＞ 

 返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）、母子福祉資金貸付金元利収入及び寡婦

福祉資金貸付金元利収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管

理を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

    返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 1,622,880円 

 令和５年度決算額 1,632,880円 

 増 減 額 △10,000円 

 

    返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 16,500,460円 

 令和５年度決算額 17,218,781円 

 増 減 額 △718,321円 

 

    母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 7,977,720円 

 令和５年度決算額 8,350,740円 

 増 減 額 △373,020円 

 

    寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 1,796,980円 

 令和５年度決算額 1,821,691円 

 増 減 額 △24,711円 

 

 ＜西部総合県民局地域創生観光部〈美馬庁舎〉〈三好庁舎〉＞ 

 県税について、市町等関係機関と連携して、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適

切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 

    県税の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 31,713,109円 

 令和５年度決算額 39,476,343円 

 増 減 額 △7,763,234円 



＜西部総合県民局保健福祉環境部〈三好庁舎〉＞ 

 返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）及び母子福祉資金貸付金元利収入につ

いて、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める

必要がある。 

 

  返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 1,959,960円 

 令和５年度決算額 1,964,960円 

 増 減 額 △5,000円 

     

返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 16,679,916円 

 令和５年度決算額 16,502,319円 

 増 減 額 177,597円 

 

    母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和６年度決算額 3,591,422円 

 令和５年度決算額 3,769,422円 

 増 減 額 △178,000円 

 

 

 

別表 

監 査 対 象 機 関 

防災人材育成センター 

自治研修センター 

二十一世紀館 ※ 

食肉衛生検査所 

動物愛護管理センター 

保健製薬環境センター 

南部こども女性相談センター 

西部こども女性相談センター 

徳島学院 

総合看護学校 

精神保健福祉センター 

発達障がい者総合支援センター 

中央テクノスクール 

南部テクノスクール 

西部テクノスクール 

東京本部 

東海本部 



監 査 対 象 機 関 

関西本部 

西部家畜保健衛生所 

阿南安芸自動車道用地推進センター 

南部総合県民局地域創生防災部＜美波庁舎＞ 

南部総合県民局地域創生防災部＜阿南庁舎＞ 

南部総合県民局保健福祉環境部＜阿南庁舎＞ 

南部総合県民局保健福祉環境部＜美波庁舎＞ 

南部総合県民局農林水産部＜美波庁舎＞ 

南部総合県民局農林水産部＜阿南庁舎＞ 

南部総合県民局県土整備部＜阿南庁舎＞ 

南部総合県民局県土整備部＜那賀庁舎＞ 

南部総合県民局県土整備部＜美波庁舎＞ 

南部総合県民局出納室 

西部総合県民局地域創生観光部＜美馬庁舎＞ 

西部総合県民局地域創生観光部＜三好庁舎＞ 

西部総合県民局保健福祉環境部＜三好庁舎＞ 

西部総合県民局保健福祉環境部＜三好保健所庁舎＞ 

西部総合県民局保健福祉環境部＜美馬庁舎＞ 

西部総合県民局保健福祉環境部＜美馬保健所庁舎＞ 

西部総合県民局農林水産部＜美馬庁舎＞ 

西部総合県民局農林水産部＜三好庁舎＞ 

西部総合県民局県土整備部＜三好庁舎＞ 

西部総合県民局県土整備部＜美馬庁舎＞ 

西部総合県民局出納室 

徳島中央警察署 

徳島名西警察署 

徳島板野警察署 

鳴門警察署 

小松島警察署 

阿南警察署 

牟岐警察署 

阿波吉野川警察署 

美馬警察署 

三好警察署 

※ 図書館、博物館、近代美術館、文書館、鳥居龍蔵記念博物館を含む。 



徳島県監査委員公表第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、令和７年度の財

政的援助団体等監査を執行したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公表す

る。 

  令和８年２月１３日 

徳島県監査委員  鹿 山 公 弘   

同        大 西 康 生   

同        福 山 正 啓   

同        井 村 保 裕   

同        平 山 尚 道   

 

１ 監査基準 

  財政的援助団体等監査については、徳島県監査基準（令和２年３月６日徳島県監査委員告

示第１号）に準拠して実施した。 

 

２ 監査の対象 

  令和７年１２月１７日から令和８年１月２２日の間に、別表に記載の１２団体において実

施した。 

 

３ 監査の着眼点 

  監査の対象となった財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執

行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。 

 

４ 監査の実施内容 

  令和６年度における財政的援助等に係る出納その他の事務を対象とし、監査対象団体から

提出された関係書類を照合するとともに、関係職員から説明を聴取することにより、監査を

実施した。 

 

５ 監査の結果 

  監査の着眼点及び監査の実施内容のとおり監査を行った結果、重要な点において監査基準

第１５条第２項第３号に定める事項が認められないものについては、次のとおりである。 

 

  ＜公益財団法人とくしま産業振興機構＞ 

 割賦設備債権、リース設備債権、設備資金貸付金及び求償権について、適切な債権管理

を行い、収入確保に努める必要がある。 

 

  債権残額の状況 

令和６年度決算額  96,869,229 円  

令和５年度決算額  97,393,069 円  

増   減   額  △523,840 円  

 

別表 

監 査 対 象 団 体 財政的援助等の概要 

四国開発土木株式会社 公の施設の管理 

株式会社コート・ベール徳島 出資金、公の施設の管理 

一般財団法人徳島県観光協会 出資金、補助金、公の施設の管理 



監 査 対 象 団 体 財政的援助等の概要 

株式会社ネオビエント 公の施設の管理 

徳島空港ビル株式会社 出資金、公の施設の管理 

公益財団法人徳島県文化振興財団 出資金、公の施設の管理 

一般財団法人徳島県環境整備公社 出資金 

公益財団法人とくしま産業振興機構 出資金、補助金、貸付金、損失補償 

株式会社徳島健康科学総合センター 出資金 

徳島中央森林組合 公の施設の管理 

一般社団法人かみかつ里山倶楽部 公の施設の管理 

株式会社バル 公の施設の管理 
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徳島県監査委員公表第３号 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、徳島県知事等から定期監査結果報告に対して講じた措置に
ついての通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。 
令和８年２月１３日 

徳島県監査委員 鹿 山 公 弘 
同       大 西 康 生 
同       福 山 正 啓 
同       井 村 保 裕 
同       平 山 尚 道 

  

監査結果の公表年月日 令和 7年 11月 14日 

監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

(1) 収入事務に
おいて適切で
ないもの 

＜農林水産総合技術支援センター〈経営推進課〉＞ 
過払いとなった交付金について、返納手続の不備により、十分
な措置が講じられていない。今後、適切な債権管理を行う必要が
ある。 
 

 
今回の事案は、交付金の返納手続において、債務者から令和 6年 4月
に債務承認及び弁済申出書により、分割弁済の申し出があったものであ
る。県としては同日付けで返還を求める通知を行ったが、分割弁済につ
いては、債務者の健康状態や収入状況を勘案の上で分納の可否を決定す
る必要があったため、7月に債務者から提出された分納誓約書をもとに、
分納承認を行った。 
 今回、分納誓約書に、「期限の利益の喪失」が規定されていないにもか
かわらず、分納承認を行っているとの指摘を受け、債務者と協議の上、
分納誓約書の変更手続を行い、分割納付が不履行となった場合、一括弁
済を求める「期限の利益の喪失」等の規定を盛り込んだ。 
 引き続き、債権回収に努めるとともに、分納が滞った場合には、直ち
に期限の利益を喪失させ、法的措置を検討するなど、適切な債権管理を
徹底する。 
 

(2) 特殊勤務手
当の支給で適
切でないもの 

＜環境指導課＞ 
特殊勤務手当の支給について、夜間に行われた場合の加算がで
きていないものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事
務の執行を確保する必要がある。 

 

 

   
 今回の事案は、夜間パトロール業務に従事した職員の特殊勤務手当に
ついて、各職員が総務事務システムへ入力する際、業務を午後 7 時以降
も行った場合は夜間加算の適用があるものの、通常の手当分のみで
入力していたため、夜間加算分が支給されていなかったものであ
る。 
  今回の指摘を受け、職員に夜間加算がある旨を周知するとともに、総
務担当者により超過勤務実績と日額特勤実績の突合確認を行い、決裁者
が徹底した最終確認を行うこととした。支給できていなかった14件分に
ついては、令和7年 8月の月例報告で修正処理を行った。 
  また、監査対象年度の特殊勤務手当について再確認を行い、同様の誤
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りがほかにないことを確認した。 
  今後は、同様の誤りが発生しないよう、加算項目がある手当について、
その内容を職員に周知するとともに、上述の組織的な確認を徹底し、
適正な事務執行に努める。 
 

(3) 支出事務で
適切でないも
の 

＜企業局経営企画課＞ 
長期借入金の返還において、期限を超過したものがある。今後、
組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要があ
る。 

 

 
今回の事案は、企業局事業会計間での長期借入金の返還における資金
移動（公金振替手続）に際し、担当者の確認不足により納期限を超過し
たものである。 
 予算経理担当では、公金振替の手続を、資金管理の担当者1名で行い、
担当内での連携が不足していた。 
 事案判明後、公金振替の手続を行うとともに、資金貸付契約に基づき、
納期限の翌日から償還日までの7日分の違約金を支払った。 
 再発防止策として、新たに決算業務を集約したチェックシートを作成、
リスク評価シートの「確認すべき規定やマニュアル等」に追記し、担当
内外でも確認できるよう共有した。 
 なお、監査対象年度において同様の誤りがないことを確認している。 
 今後は、借入側と貸付側の各会計担当者が、相互連携により確認し、
更に資金管理担当者が確認を行うことを徹底し、適正な事務執行に努め
る。 
 

＜三好病院＞ 
資金前渡を行ったもので、支払完了後の精算手続が遅延してい
るものがある。また、立替払により支出しているものがある。今
後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要が
ある。 

 

  
 今回の事案は、学会や研修会等の参加費の精算及び支出において、職
員の認識不足により、研修会等参加後の領収書等の証拠書類が速やかに
提出されていないものや、参加費の申請を事後でも構わないと思い込み
立替払で対応していたものである。 
 指摘のあった支出事務が適切でないものについては、徳島県会計規則
第 44 条及び地方自治法第 232 条の 5 に基づいた適正な事務処理が行わ
れるよう、病院長名の文書「研修参加費の支出について」を発出し、各
種会議や院内掲示をとおして、職員への周知を行った。 
 また、資金前渡の際には、参加費の振込通知により、個別に注意事項
の周知を行っている。 
 今後も引き続き、会議や院内掲示で周知を図るとともに、各部局がし
っかりと連携しながら、組織的な管理・確認を徹底し、適正な事務執行
に努める。 
 

＜海部病院＞ 
 立替払により支出しているものがある。今後、組織的な確認を
徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 
 

 
 今回の事案は、学会や研修会等の参加費の支出において、職員の認識
不足により、参加費の申請を事後で良いと思い、立替払で対応していた
ものである。 
指摘を受け、支出事務の適正な執行について、院内で情報共有・周知
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を行った。 
また、監査対象年度において、同様の誤りがないことを確認した。 
 今後は、同様の事案が発生しないように、学会や研修会等の参加費を
支出する際には、必ず事前に参加費を申請するよう、事務担当者が会議
や文書などを利用して職員に周知徹底し、組織として適正な事務の執行
体制の確保に努める。 
 

(4) 契約事務で
適切でないも
の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜農林水産総合技術支援センター〈水産研究課〉＞ 
委託契約において、随意契約によることができる場合に該当し
ないにもかかわらず、随意契約しているものがある。今後、組織
的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。 
 

 
今回の事案は、施設撤去を年度内に完了し、人的災害リスクを解消す
るためには、施設撤去工事の応札期限までに、県が実施主体として磁気
探査を完了しておく必要があったため、検討が不十分なまま、「緊急の
必要によるもの」と誤った判断を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2
第 1項第 5号に基づく随意契約を締結したものである。 
 なお、監査対象年度において、同様の誤りがないことを確認している。 
 適正な契約事務の執行を確保するため、土木工事及び関係法令を十分
に理解した上で計画的に事業を推進するとともに、課員を対象として契
約事務規則、随意契約ガイドライン等に関する研修を実施し、適切な契
約事務処理の周知徹底を図った。 
 今後は、随意契約を行う場合には、必ず事前に担当内で可否について
十分検討し、担当リーダー及び所属長が最終確認を行った上で事務手続
に入ることを徹底することとし、適正な事務の執行に努める。 
 

＜海部病院＞ 
 賃貸借契約において、契約書に契約締結日が記載されていない
ものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を
確保する必要がある。 
 

 
 今回の事案は、気道粘膜除去装置の賃貸借の契約書について、事務担
当者の不注意により、契約締結日を記載しておらず、支払時においても、
支出負担行為決議書兼支出命令書及び請求書のみを回議し、契約書を添
付できていなかったため、発見に至らなかったものである。 
 指摘を受け、契約事務の適正な執行について、事務局内で情報共有・
周知を行った。 
 また、監査対象年度において、同様の誤りがないことを確認した。 
 今後は、同様の事案が発生しないよう、事務担当者のみならず、決裁
ラインが十分な注意を払って、会計書類中の記載漏れや不備がないこと
を確認するとともに、支払時には契約書を必ず添付させて出納担当者の
確認を受けることにより、組織としての適正な事務執行体制の確保に努
める。 
 

＜海部病院＞ 
 公募型プロポーザル方式による随意契約において、選定された
候補者との契約締結時に見積書を徴していないものがある。今
後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要が
ある。 

 
候補者選定後に仕様に関して候補者と交渉した際、契約金額について
口頭で企画提案書の時点から変更がないことは確認したが、見積書の提
出は求めなかった。これは、担当者が公募型プロポーザル方式随意契約
の手続を十分に確認しておらず、仕様は公告時のものから実質的な変更
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がなく、金額にも変更がないため見積書は不要と判断したことによる。 
 監査対象年度において他に公募型プロポーザル方式の随意契約はな
く、同様の誤りはない。 
 今後は、県が作成した文書『「公募型プロポーザル方式による随意契
約の取扱い」について』をチェックシート的に活用し、担当者が記載さ
れているとおりに事務を執行することで手続漏れをなくし、決裁者が確
認することで適正な事務の執行を確保する。 
 

＜海部病院＞ 
 委託契約等において、予定価格を定めていないものがある。今
後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要が
ある。 

 
今回の事案は、在宅酸素療法用装置賃貸借及び保守点検業務の委託を
はじめ、在宅医療用機器の賃貸借に関する契約締結伺いにおいて、予算
の節残額の範囲内であることの記載をもってたりるものと事務担当者が
思い込んでいたため、契約金額が予定価格の範囲内であるかどうか不明
瞭となってしまっており、また、決裁時にもその記載を訂正させていな
かったものである。 
 指摘を受け、契約事務の適正な執行について、事務局内で情報共有・
周知を行った。 
 また、監査対象年度において、同様の誤りがないことを確認した。 
 今後は、同様の事案が発生しないよう、事務担当者のみならず、決裁
ライン、出納担当者が十分な注意を払って、契約金額が記載され、予定
価格の範囲内であることを確認することにより、組織としての適正な事
務執行体制の確保に努める。 
 

(5) 工事に関す
る事務で適切
でないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東部県土整備局〈徳島庁舎〉＞ 
工事請負契約において、誤った積算単価により設計書を作成し
ているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の
執行を確保する必要がある。 
 

 
 本件は、道路及び急傾斜地崩壊対策事業における法面工において、現
場条件や現場における施工数量を踏まえて、条件に応じた補正率の適用
を行い、または、施工数量の増加による見直しを行うべきところ、当初
設計の加算率のまま変更契約を行っていたものである。 
 また、2 つの河川工事において、工事に使用する仮設資材の搬出入費
について、現場施工における実績を踏まえて適正な積算に見直すべきと
ころ、当初設計のまま変更契約を行っていたものである。 
 これらの誤りが発生した原因は、担当者が変更仕様書を作成する際、
現場条件や施工規模の変更について、十分確認を行っていなかったこと、
また、その後のチェックも十分に行われていなかったことによるもので
ある。 
 指摘を受け、東部県土整備局徳島庁舎において、速やかに各積算担当
者に指摘内容の周知を図り、チェックリストにより、工事設計書の決裁
時に、設計者、審査者、担当リーダーによる二重三重のチェックを行い、
現場条件を踏まえた適正な積算が行われているかについて、十分な確認
を行っている。 
 なお、監査対象年度においては、他に同様の誤りがないことを確認し
ている。 
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 今後とも機会を捉えて周知徹底を行い、同様の事案が発生しないよう
組織的な確認と適正な事務の執行に努める。 
 

(6) 港湾施設の
使用許可等に
係る事務処理
で適切でない
もの 

＜東部県土整備局〈徳島庁舎〉＞ 
港湾施設の使用許可において、使用期間終了後に許可したもの
がある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保
する必要がある。 

 
本件は、港湾施設管理条例第 6条第 1項に基づく港湾施設（物揚場）
における使用許可において、港湾施設使用者から使用開始前に申請が行
われ、使用許可を付与しなければならないところ、当該事務担当者が 1
月後の日付の受付印を押印し、使用開始後に許可したものである。 
 原因としては、例年、年度末は翌年度 1年間の港湾施設（野積み場や
物揚場）の占使用許可更新手続などが集中するため、組織内でのチェッ
ク体制が行き届かず旧年度と新年度の書類が混在し発生したと考えられ
る。 
 なお、監査対象年度に、同様の誤りについては確認されなかった。 
 今後は、事務手順を再確認し、申請書類を管理職及び担当リーダーな
ど複数人による多重チェックを実施するとともに、特に年度末の対応と
して、旧年度と新年度の書類を明確に仕分けし、年度末分から処理して
いくことを徹底する。 
 

(7) 物品の管理
で適切でない
もの 

 

＜消防保安課＞ 
 前年度の監査に引き続き、物品出納簿に記載できていない物品
がある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保
する必要がある。 
 

 

 今回の事案は、前年度に引き続き、消防防災航空隊で購入した備品が
物品出納簿に記載できていなかったものである。 
 消防防災航空隊の事務は、松茂町にある事務所で職員 1 名が主担当と
して行っているため、その担当者に異動があっても、担当者間の引継の
みに委ねる体制であり、事務処理のチェック体制が不十分であった。 
 指摘を受け、備品購入の支払が終わった後、直ちに物品出納簿を記載
するよう所属職員に改めて周知を図るとともに、記載漏れが発生しない
よう、適正な事務処理について、所属内で確認し、共有した。 
 記載できていなかった購入備品に係る物品出納簿については、予備監
査終了後、直ちに記載を行い、記載が完了できていることを確認した。 
 今後は、同様の事案が発生しないよう、物品出納簿への記載を所属内
の消防防災航空隊窓口担当者、消防保安課内の物品購入担当者それぞれ
がチェックするとともに、定期的に物品出納簿への記載、登録の有無を
副課長においてチェックすることで、組織としての重層的な確認を徹底
し、適正な事務の執行に努める。 
 

＜教育委員会事務局教育DX推進課＞ 
前年度の監査に引き続き、物品出納簿に記載できていない物品
がある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保
する必要がある。 
 

 

 前年度、購入後に学校へ配置したネットワーク機器が物品出納簿に記
載できていないとの指摘を受け、再発防止策として、備品を購入した時
には、担当リーダー及び副課長等による確認の徹底に努めていたが、今
年度においても、学習者用端末の記載漏れがあったものである。 
 今回の指摘を受け、速やかに物品出納簿へ当該物品の記載を行い、記
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載漏れを是正するとともに、所属内の物品及び物品出納簿を確認し、監
査対象年度において同様の誤りがないことを確認している。 
 再発防止対策が不十分であったとの認識の下、改めて事務処理を見直
し、物品出納簿記載のタイミングとその確認手順を明文化した。 
 備品を購入した時には、担当者が支出命令に物品出納簿のコピーを添
付することとし、決裁時に担当リーダーが記載内容について正確である
かを、副課長が記載について漏れがないかを最終的に確認するよう事務
処理フローを改めた。 
 今後とも、改善した再発防止対策を徹底し、適切な物品管理に努める。 
 

(8) 収入で未収
となっている
もの 

＜東部県税局〈徳島庁舎〉〈吉野川庁舎〉＞ 
 県税及び税外収入について、市町村等関係機関と連携して、新
たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収
入確保に努める必要がある。 
 
県税の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 537,997,975円 

 令和 5年度決算額 464,065,444円 

 増 減 額 73,932,531円 

 

  税外収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 19,225,694円 

 令和 5年度決算額 10,010,552円 

 増 減 額 9,215,142円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 収入未済額の状況 
  令和 6年度の「県税」の収入未済額は、国税への修正申告に起因す 
 る大口特殊案件の発生などにより73,932,531円増加し、537,997,975 
 円であった。税目別では、市町村が「個人の住民税」として賦課徴収 
 を行っている個人県民税が収入未済額全体の66.8％、自動車税が 
 5.9％と、この2税目で県税収入未済額全体の72.7％を占める状況で 
 あった。 

   〔参考〕 
   「個人県民税」の収入未済額 359,223,712円 
               （対前年度増減 △1,818,261円） 

   「自動車税」の収入未済額   31,565,090円 
               （対前年度増減   △10,170,022円） 

  また、「税外収入」の収入未済額は、19,225,694 円であり、重加算
金が99.9％を占める状況であった。 
 

２ 講じた措置 
  滞納となった県税等については、毎年度当初に策定する「県税事務 
 運営方針」に沿って、計画的かつ効果的な滞納整理に取り組んでいる。 

(1) 個人県民税の徴収対策 
  収入未済額の約7割を占める個人県民税の徴収対策として、県と 
 市町村の徴税吏員が互いの身分を併任する「相互併任制度」により、 
 県と 9市町（徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、石井 
 町、松茂町、藍住町及び板野町）それぞれと協定を締結し、特定の 
 滞納整理業務を共同で実施している。 
  特に、徴収困難な滞納者宅の捜索・差押えを重点的に行うなど厳 
 しい姿勢で臨んでおり、その取組の一環として、今年度も引き続き 
 合同公売会（出品団体：徳島県・徳島市・小松島市・吉野川市・石 
 井町・藍住町・徳島滞納整理機構）を令和 7年 11月に開催し、捜索 
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 により差し押さえた物品を売却して未納の徴収金に充てた。 
  なお、「相互併任制度」と「地方税法第739条の 5による県への 
 徴収引継」の併用により、市町村の実情に応じた徴収強化を図って 
 いる。 
    さらに、滞納を許さない気運を醸成し、新規滞納を抑制するため、 
 11月から12月までを「県下一斉徴収強化月間」と設定し、納税広 
 報、県と市町村との「共同催告」や「県への徴収引継予告」による 
 納税推進、差押え等の滞納処分を、市町村と連携し集中的に実施し 
 た。 
    加えて、令和 7年度は、納付を促す効果を狙い、「共同催告」等 
 の文言、同封するチラシ及び封筒をインパクトのあるものに見直し 
 た。 

(2) 個人県民税以外の税目の徴収対策 
  自動車税をはじめとするその他の税目及び税外収入については、 
 電話催告や戸別訪問による納税指導のほか、定期的に「滞納分析会 
 議」を実施して個別案件ごとに滞納整理方針を検討・決定し、納付 
 意思を示さない滞納者に対しては早期に滞納処分に着手する方針で 
 取り組んでいる。 
    一方、大口の滞納が発生した場合は、「滞納分析会議」を待たず、 
 ただちに財産調査を開始し、担当一丸となって滞納整理に着手して 
 いる。 
  また、7月から9月までを「滞納繰越分整理強調月間」と設定し、 
 滞納繰越分を集中的に処理するとともに、滞納件数が最も多く収入 
 未済額も多額となる自動車税については、担当職員から毎月の処理 
 状況の報告を求め、その進捗管理を行っている。 
 

３ 今後の対応 
  今後とも、納期内納付向上のための広報及び適時適切な納税指導に 
 より自主納税体制の確立を図るとともに、厳正な滞納整理を実施する 
 ことで、公正・公平な税務行政を実現し、県税収入の確保に努める。 
 また、個人県民税については、市町村との連携を更に深め、徴収支援 
 体制の一層の充実を図る。 
 

 県税の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 537,997,975円 

収入済額 176,666,608円 

不納欠損額 37,094,020円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 360,675,531円 
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 税外収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 19,225,694円 

収入済額 117,673円 

不納欠損額 4,947,161円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 14,160,860円 
 

＜労働雇用政策課＞ 
 雑入（徳島勤労者生活協同組合事業資金貸付金償還金）の収入
未済について、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要が
ある。 
 

    雑入（徳島勤労者生活協同組合事業資金貸付金償還金）の 
    収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 7,408,557円 

 令和 5年度決算額 7,552,557円 

 増 減 額 △144,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 当該貸付金は、債務者である協同組合が既に解散しており、連帯保証
人の別組合が返済を行っている状況である。 
  この組合は、毎月 12,000 円の返済を確約していたが、平成 29年 9月
返済分から、組合員の減少による財政悪化を理由に毎月10,000円の返済
となっていた。 
  このため、平成 30年 7月に、確約どおりの月 12,000 円の弁済等を求
める通知文を手交するとともに、機会あるごとに納付を催告した結果、
平成30年 11月分から、再び月12,000円の返済が行われているところで
ある。 
 また、令和 7年 8月に組合の事務所を訪問し、一括返済や返済額の増
額等についても引き続き催告を行ったところである。 
  今後とも、一括返済や返済額の増額を求め、早期の完済に向けた取組
を継続していく。 
 
 雑入（徳島勤労者生活協同組合事業資金貸付金償還金）の 
 収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 7,408,557円 

収入済額 96,000円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 7,312,557円 
 

＜中央こども女性相談センター＞ 
 児童福祉費負担金について、新たな収入未済の発生を防ぐとと
もに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 

 
 未納の当該負担金については、「新・徳島県債権管理基本方針」及び「児
童福祉施設入所者負担金徴収マニュアル」に基づき、家庭相談員が文書
や電話による督促、戸別訪問による納入指導、滞納者及び児童の新規入
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  児童福祉費負担金の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 21,519,176円 

 令和 5年度決算額 19,111,925円 

 増 減 額 2,407,251円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所時における保護者への制度の趣旨の十分な説明、生活困窮者への分割
納付等個々のケースに応じた納付指導を行い、収入確保に努めた。 
 また、令和7年 12月に未収金対策会議を開催し、未収が続くおそれの
ある「現在入所中」の児童の保護者に重点を置いた徴収困難ケースを中
心に担当者と世帯状況の確認や今後の対応について協議し、個別対応を
行った。 
 今後とも、このような取組を継続する中で、債務者個々の生活状況等
の把握に努め、分割納付などの適切な償還指導や相談を行うことにより
一層の収入確保を図るとともに、新たな収入未済の発生防止に努める。 
 

 児童福祉費負担金の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 21,519,176円 

収入済額 1,769,610円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 19,749,566円 
 

＜医療政策課＞ 
 返納金（看護師等修学資金返還金）について、新たな収入未済
の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努め
る必要がある。 
 

  返納金（看護師等修学資金返還金）の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 4,505,000円 

 令和 5年度決算額 4,439,000円 

 増 減 額 66,000円 

 
 
 
 
 
 
 

 

  返納金については、「新・徳島県債権管理基本方針」に基づき、個別
の償還指導等を行い、債務者の生活や資力状況に応じた償還計画により
債権回収に取り組んでいるが、経済的な事情等から償還が滞っている債
権については、引き続き、債務者及び連帯保証人の実情把握に努めてい
る。 
 令和 7年度においては、12 月に文書による納入依頼のほか、1月以降
に債務者の自宅訪問を予定している。現年調定分について、納入の再開
に至ったケースがあったことから、引き続き定期的な納入依頼を実施す
る。また、本年度卒業予定の貸与者に対し、詳細な資料を示しながら、
返還が必要になるケースについて具体的な説明を行い、未収金発生の未
然防止に努めている。 
 令和 7年 7月時点では1名について返還が終了している。 
 今後とも、継続的に償還がなされるよう、電話・自宅訪問による状況
調査や納入依頼を行うなど、一層の債権回収に努めるとともに、新規貸
与に当たっては、返還免除の条件を満たさない場合の返還義務について、
貸与者及び連帯保証人への周知を徹底し、収入確保に努める。 
 また、現年度債務者が納期限を過ぎても入金しない場合には、速やか
に文書や電話による納付指導を行うほか、資力等の問題がある場合には、
債務者との相談の上、返還計画の見直しを行うなど、個人の状況に応じ
てきめ細やかに対応し、新たな収入未済の発生防止に取り組む。 
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返納金（看護師等修学資金返還金）の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 4,505,000円 

収入済額 92,000円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 4,413,000円 
 

＜障がい者相談支援センター＞ 
 心身障害者扶養共済掛金収入について、新たな収入未済の発生
を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要
がある。 
 

  心身障害者扶養共済掛金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 2,635,330円 

 令和 5年度決算額 2,957,330円 

 増 減 額 △322,000円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 未納の掛金については、「徳島県心身障害者扶養共済制度未収金徴収マ
ニュアル」及び「新・徳島県債権管理基本方針」に基づき、経済的な事
情からやむを得ず未納の掛金が発生した債務者（障がい者の保護者）の
状況把握に努めるとともに、債務者の経済状況等に応じた個別の対応に
より収入確保に努めた。 

1   新たな収入未済の発生防止に向けた取組 
 (1) 定期的な収納状況の確認の継続により、納付遅延等の兆しが感知さ 
  れた場合には、加入者に早期に連絡を取り状況把握を行うとともに、 
   個別の経済状況等を踏まえ対応に努めた。現年分掛金支払中の者に 
   は、定期納付を促すことで収入未済の発生防止に努めた。 
 (2) 新規加入希望者には、「重要事項説明書」を用いて本制度の仕組み・ 
   支給要件・脱退時の取扱いなどを説明し、十分な理解が得られるよう 
   努めた。 
 (3) 住民基本台帳ネットワークシステムの独自利用による状況把握を 
   行い、債権管理に努めた。 

2   適切な債権管理による収入確保に向けた取組 
 (1) 未収金ケース検討会（当センタ－・障がい福祉課）を令和 7年 6 
   月 27日に開催し、情報の共有及び方針決定を行った。｢未収金徴収 
   マニュアル｣及び｢掛金未納者の年金等取扱要領｣に基づき、継続的・ 
   計画的に未収金徴収に努めた。 
 (2) 督促文書は老齢年金等の年金支給月に合わせて隔月で送付し、各 
   債務者の近況に合わせた手書きの手紙を添えることにより、定期納 
   付を促した。また、注意喚起のため黄色い封筒を用いて納付書を同 
   封するなど、送付方法も工夫した。 
 (3) 滞納期間や滞納額・生活状況等により掛金納付計画書の提出を求 
   め、継続納付を促し、速やかに納入することが困難なものについて 
   は、ワンコインを含む少額納付を認めるなど、債権管理を行った。 
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3   今後の取組 
    引き続き、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、滞納者の現況を 
  十分に把握する中で、滞納者個々のケースに応じた対応を行い、粘り 
  強く交渉を重ねることにより、収入の確保に努める。 
 
 心身障害者扶養共済掛金収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 2,635,330円 

収入済額 143,500円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 2,491,830円 
 

＜東部保健福祉局〈徳島庁舎〉＞ 
 返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）、母子福祉資
金貸付金元利収入、父子福祉資金貸付金元利収入及び寡婦福祉資
金貸付金元利収入について、新たな収入未済の発生を防ぐととも
に、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 
 
 
  返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 3,987,970円 

 令和 5年度決算額 4,192,970円 

 増 減 額 △205,000円 

 

  返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 162,770,975円 

 令和 5年度決算額 156,387,106円 

 増 減 額 6,383,869円 

 

 
１ 返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 
    児童扶養手当返納金については、「児童扶養手当返納金に係る事務取 
  扱要領」に基づき、担当職員と母子・父子自立支援員が連携し、文書 
  や電話での督促、戸別訪問（随時）による未収金回収に取り組むとと 
  もに、債務者ごとに「児童扶養手当返納金管理台帳」を作成して適切 
  な債権管理を行った。 
   さらに、町村と連携し、定例払い前に、資格喪失事由の発生等を確 
  認することにより、返納金発生の未然防止と早期発見に努めた。 
   今後とも、関係町村と連携し、債務者への就労支援をはじめ、必要 
  に応じた分割納入の措置、計画的な返納指導等を行うとともに、受給 
  者に対し、資格喪失や対象児童数の減等の届出を確実に行うよう周知・ 
  指導することにより、返納金発生の未然防止に努める。 
 

返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 3,987,970円 

収入済額 164,000円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 3,823,970円 
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  母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 109,278,504円 

 令和 5年度決算額 119,721,375円 

 増 減 額 △10,442,871円 

 

  父子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 1,347,076円 

 令和 5年度決算額 956,021円 

 増 減 額 391,055円 

 
 
  寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 8,069,994円 

 令和 5年度決算額 10,433,034円 

 増 減 額 △2,363,040円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 
    生活保護返納金については、「生活保護返納金事務処理マニュアル」 
  に基づき、督促（催告）状の送付や電話、訪問等により未収金の回収 
  に取り組むとともに、債権管理台帳に基づいた適切な債権管理を行う 
 ほか、組織としての情報共有を図った。 
  さらに、債務者が低所得の状態にあることから、一度返納金が発生 
 すると回収が困難になる状況を踏まえ、保護開始時から制度の趣旨及 
 び適正な収入申告義務に係る説明を徹底し、「申告義務遵守の確認書｣ 
 に署名押印を求めるほか、保護継続世帯に対しては、「申告義務のしお 
 り」を活用し、定期的に収入申告義務に係る留意を求めることで、収 
 入状況の適切な把握と返納金の発生防止に向けた取組を推進した。 
   また、重点的な取組として、保護費との相殺が可能となった返納金 
 については、債務者の同意のもと、最低生活の維持に支障のない範囲 
 で保護費からの回収を進めている。 
   なお、毎年1月 15日から 3月 15日を「未収金回収強化期間」とし、 
 地区担当者が2名 1組となって債務者宅への訪問による督促を実施し 
 ているところである。 
   今後とも、管内町村、民生委員等関係者と連携し、債務者の生活状 
 況の把握に努めるとともに、継続的な督促による未収金の回収と新た 
 な返納金の発生防止への取組を進める。 
 

返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 162,770,975円 

収入済額 5,407,022円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 157,363,953円 

 

３ 母子福祉資金貸付金元利収入、父子福祉資金貸付金元利収入及び寡
婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 
 貸付金元利収入については、「母子父子寡婦福祉資金償還指導マニュ
アル」に基づき、訪問や電話、文書による償還指導を行った。滞納者
に対しては、7月に督促状及び催告状、9月に連帯保証人に対する督促
状を送付し、滞納金額の通知や期日を指定した納入の督促を行った。
償還開始後間もなく未納となった者には、速やかに連絡を取り、早期
の収納に努め、新たな未収金が発生しないよう指導を強化した。加え
て、8月と 2月に「貸付金償還指導強化週間」を設定し、夜間電話によ
る督促を重点的に行い未収金の収納や債務者の状況把握に取り組ん
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だ。 
  未収金発生の未然防止対策として、貸付申請受付時に、担当者と母
子・父子自立支援員による面接を行い、制度の趣旨や借受人・連帯保
証人の責務等の説明を徹底するとともに、適正な償還を意識付けるよ
う指導を行った。 
 また、償還が開始される 6 か月前に、借受人の連絡先や現状の確認
を行うとともに、1 か月前には償還開始の通知を徹底するほか、口座
振替による償還が確実となるよう引落口座を確認するなど、円滑な償
還が開始されるよう取り組んだ。残高不足等により口座引落ができな
かった者については、口座再振替制度の利用を積極的に勧めることで、
より確実な収納を図った。 
  なお、令和 4年 4月から、それまで限られた銀行窓口でのみ可能で
あった納付書での納付（償還）が、全国のゆうちょ銀行、全国の主要
なコンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済アプリなどで
の納付が可能となり、限定的だった場所や時刻での納付が幅広く可能
となり、債務者の納付時の利便性が向上している。今後とも、市町村
と連携し、適切な貸付実施による未収金の発生防止を図り、債務者に
対しては、個々の状況に応じ、母子・父子自立支援員による各種相談
や就労による自立支援に取り組むとともに、償還困難事例については、
「ケース検討会議」を開催し、個々の状況に応じて様々な収納方法を
検討し計画的な償還を促すなど、引き続き未収金の縮減に努める。 
 

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 109,278,504円 

収入済額 5,482,416円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 103,796,088円 

 

父子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 1,347,076円 

収入済額 26,250円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 1,320,826円 
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寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 8,069,994円 

収入済額 1,036,402円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 7,033,592円 
 

＜経済産業政策課＞ 
 雑入（地域経済循環創造事業交付金に係る返納金）の収入未済
について、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 
  雑入（地域経済循環創造事業交付金に係る返納金）の 
    収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 4,014,191円 

 令和 5年度決算額 4,974,191円 

 増 減 額 △960,000円 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 返納金については、「新・徳島県債権管理基本方針」に基づき、債務者
である県内事業者に対し、文書や面談等により、未収金償還の督促・交
渉を行った。  
  債務者は、コロナ禍により経営が厳しく、一括返納が困難な状況にあ
るため、令和 4年 7月に分割による返納計画を策定し、令和 4年 8月か
ら、計画に応じた分納を実施している状況である。 
  今後も、返納計画に基づき、着実に返納されるよう、適切に督促する
とともに、必要に応じて財産状況の調査にも協力を求め、早期の全額返
納に努める。  

雑入（地域経済循環創造事業交付金に係る返納金）の  
  収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 4,014,191円 

 収入済額 840,000円 

 不納欠損額 0円 

 令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 3,174,191円 
 

＜企業支援課＞ 
 中小企業近代化資金貸付金元金収入の収入未済について、適切
な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 
  中小企業近代化資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 1,182,168,583円 

 
  当該貸付金については、「新・徳島県債権管理基本方針」、「徳島県中小 
企業高度化資金等債権管理マニュアル」に基づき、債務者及び連帯保証 
人（以下「債務者等」）の状況を遅滞なく把握するとともに、償還能力に 
応じた重点的・効果的な督促・交渉を実施し、償還額の増額、償還中断 
先の償還再開、新たな定期償還者の掘り起こし等に努めている。 
  また、こうした取組をより効果的に行うため、徳島県未収金対策委員 
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 令和 5年度決算額 1,185,777,583円 

 増 減 額 △3,609,000円 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

会や関連部会、各都道府県との合同研修等を通じて、庁内他部局や他自 
治体との債権回収手法等の情報共有、担当職員の知識・スキルの向上に 
努めている。  
  さらに、長期償還中断先や、支払能力があるにもかかわらず滞納して 
いる債務者等については、サービサー（債権回収会社）や弁護士といっ 
た専門家を最大限活用することで督促・回収を強化するとともに、法的 
措置を含めた積極的な債権回収など、適切な債権管理事務を行うことで、
未収金の削減を進めてきたところである。 
  また、令和 5年度に「不納欠損処分基準」を策定し、令和 6年度から
同基準に基づき、事実上回収困難な債権について積極的に債権放棄を検
討し、不納欠損処分を実施しており、引き続き同様の方針で対応を図る。 
  今後とも、債権管理業務を効果的・効率的に遂行していき、未収金対 
策に万全の措置を講じる。  
 

中小企業近代化資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 1,182,168,583円 

収入済額 1,248,000円 

不納欠損額 0円 

令和7年11月30日現在の収入未済額 1,180,920,583円 
 

＜農林水産政策課＞ 
 農業改良資金貸付金元金収入及び林業改善資金貸付金元金収
入の収入未済について、適切な債権管理を行い、収入確保に努め
る必要がある。 
 
  農業改良資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 13,095,216円 

 令和 5年度決算額 13,275,216円 

 増 減 額 △180,000円 

 

  林業改善資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 
  貸付金債権の保全と回収を図るため、徳島県未収金対策委員会におけ
る取組方針に基づき、職員間での回収状況の共有等による債権回収策の
検討を行い、債務者等の経済状況の実態を把握しながら、電話や面談等
による督促を行った。 
 引き続き、収入未済額については、債務者や連帯保証人への電話や面
談等を行うとともに、未収金の削減を促進するため、償還計画の見直し
を指導するなど、債務者に対して強力に支払請求を行い、一層の収入確
保に努める。   
 また、返済状況を踏まえ、未収金が削減されない場合には、必要に応
じ担保権の行使や法的措置を行うなど、未収金対策に万全の措置を講じ
る。 
 

農業改良資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 
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 令和 6年度決算額 4,242,402円 

 令和 5年度決算額 4,367,402円 

 増 減 額 △125,000円 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

令和 6年度決算額 13,095,216円 

収入済額 40,000円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 13,055,216円 

 
林業改善資金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 4,242,402円 

収入済額 35,000円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 4,207,402円 
 

＜用地対策課＞ 
 特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済について、適切な
債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 
  特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 532,747,428円 

 令和 5年度決算額 532,777,428円 

 増 減 額 △30,000円 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
  債務者に対し、会社訪問や面談等を通じて、未収金償還の督促・交渉
を行った。債務者は米国の関税政策により、主要納入先からの受注量が
急減したことから、売上高が減少し、厳しい経営状況にあり、社会保険
料や水道料金等の支払い猶予を受けている。現在、中小企業活性化協議
会支援の元で、様々な支援方法を模索しながら、再建に向けて経営改善
計画を策定中である。 
  今後、経営改善計画の策定状況を見守るとともに、適切な債権管理を
行い、債務の回収に努める。 
 
特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 532,747,428円 

収入済額 0円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 532,747,428円 
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＜住宅課＞ 
 住宅使用料、雑入（家屋明渡等請求に伴う損害金）及び敷金収
入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権
管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 
  住宅使用料の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 196,993,979円 

 令和 5年度決算額 162,885,958円 

 増 減 額 34,108,021円 

 

  雑入(家屋明渡等請求に伴う損害金)の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 24,440,028円 

 令和 5年度決算額 24,440,028円 

 増 減 額    0円 

 

  敷金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 1,108,100円 

 令和 5年度決算額  1,096,800円 

 増 減 額 11,300円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 講じた措置 
 (1)滞納初期段階での取組の強化 
  滞納額が高額になるほど、滞納者は支払いが困難となり、結果的に 
  滞納期間が長引く傾向にあるため、令和 3年 2月に改正した「徳島県 
  営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱」に基づき、滞納初期段階での取 
  組を強化し、滞納1か月での電話・文書による督促、滞納2か月での 
  訪問納付指導、滞納3か月での文書催告、滞納4か月での呼出し指導、 
  滞納 5か月での再度の文書催告を徹底して実施し、新たな滞納の発生 
  を抑制した。 

 (2)高額滞納者に対する指導 
    家賃を支払う意識の低い入居者や納付指導に従わない悪質な高額滞 
  納者に対して、連帯保証人を含め、納付指導を実施している。  
   令和 3年 2月以降の新規入居者に対しては、原則として、滞納 6か 
  月で公営住宅法に基づく明渡請求を行い、それにも従わない場合、家 
  賃の支払及び明渡しを求める提訴を行うこととしている。 
   要綱改正以前の入居者に対しては、順次、明渡請求を行うこととし 
  ており、令和7年 11月末までに高額滞納者117名に指導を行った結 
  果、56名が分納納付、18名が退去、10名が滞納解消、継続して指導を 
  行っているものが32名、退去や分割納付に応じない 1名には明渡訴訟 
  を提起し、勝訴の後、明渡しに至っている。 

 (3)弁護士との連携 
   滞納事例には、自己破産・服役・行方不明・不正入居等様々な状況 
 があるため、訴訟提起の際に代理人を依頼している弁護士との連携を 
 深め、困難事例発生時には、法律関係の指導助言のもとに、早めに適 
 切な対応ができるような体制としている。 

 (4)福祉関係機関との連携 
    滞納者の状況（収入、年齢、障がいの有無、家族構成など）を分析 
  し、｢支払が困難な滞納者｣に対しては、個別の事情に応じて、社会福 
 祉協議会の窓口を紹介したり、各種の支援制度や生活保護制度を案内 
 している。  

２ 今後の対応 
   県営住宅を退去後一定期間が経過した債権は、事実上回収が困難で 
 あるとして、令和2年度から消滅時効の経過をもって債権放棄の議案 
 提出を行い、不納欠損処分を実施しており、今後も同様の方針で対応 
 していく。 
    また、新たな滞納の発生を防止する観点から、滞納が積みあがる前 
 の早期の訪問督促や特別な事情がある方を対象とした家賃減額などの 
 取組を進めつつ、明渡請求を前提とした滞納防止の取組を強化するこ 
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 とで、より確実性の高い滞納対策にしっかりと取り組んでいく。 
 
 住宅使用料の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 196,993,979円 

収入済額 7,160,980円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 189,832,999円 

 

雑入(家屋明渡等請求に伴う損害金)の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 24,440,028円 

収入済額 0円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 24,440,028円 

 

敷金収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 1,108,100円 

収入済額 0円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 1,108,100円 
 

＜港湾政策課＞ 
 雑入（不法占用物件撤去費用）について、適切な債権管理を行
い、収入確保に努める必要がある。 

  雑入(不法占用物件撤去費用)の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 20,353,535円 

 
 当該債権は、民事執行法及び民事保全法に基づく強制執行及び仮処分
により、不法占用物件を撤去した費用が未収となっているものである。 
  これら債権の回収については、これまで債務者に対し、文書や自宅訪
問等による督促を行っているものの、未だ支払いに応じない状況にある。 
  こうした状況を踏まえ、債務者の財産情報を取得するため、弁護士と
委託契約を締結し、順次、裁判所に対し申立てを行い、債務者に対する
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 令和 5年度決算額 20,353,535円 

 増 減 額    0円 
 

財産開示手続を進めているところ。 
  今後、所有する資産等が確認できれば、強制執行の申立てを行うなど、
債権回収に向けた取組の強化に努める。 

 
 
 

＜東部県土整備局〈徳島庁舎〉＞ 
 雑入及び港湾施設使用料について、新たな収入未済の発生を防
ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要があ
る。 
 
  雑入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 5,845,800円 

 令和 5年度決算額 73,000円 

 増 減 額 5,772,800円 

 

  港湾施設使用料の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 4,053,900円 

 令和 5年度決算額 4,025,740円 

 増 減 額 28,160円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）雑入の収入未済額 5,845,800円 

① 道路施設原因者負担金 4,268,000円 
  本件は、令和 6年度に吉野川南詰アンダーパスのゲートに、個人 
 事業主が運転する中型トラックに積載した小型バックホウのアーム 
 が接触しゲートを損傷させたことにより、県が行ったゲートの撤去 
 及び付け替えの費用を個人事業主に対し請求したものである。 
  令和 7年度に預貯金及び生命保険などの調査を行ったが、十分な 
 金額は確認できなかったため、令和7年 10月に債務者の自宅及び敷 
 地内にある資産について強制調査を実施した。その結果、車両2台 
 及び建設機械1台を押収し、今後、当該車両等を競売にかけ、滞納 
 額に充当する予定である。 

② 契約解除に伴う原形復旧費用 1,504,800円 
  本件は、令和 6年度に契約解除を行った委託契約において、契約 
 解除に伴う作業現場の原形復旧費用を委託契約書の規定に基づき受 
 注者である事業者に対し請求したが、事業者が破産手続中であった 
 ことから全額1,504,800 円が未収となっている。 
  その後の状況としては、債権保全のための措置として破産債権届 
 出書を提出していたところ、令和7年9月に破産管財人より134,554 
 円が配当されたため、残り1,370,246円が未済額となった。 
  今後の対応としては、令和 7年 10月に事業者の破産手続終結が決 
 定されたことにより、事業者の法人格が消滅し、その債権も消滅し 
 たため、残った収入未済額については回収不能となることから、令 
 和 7年度末に不納欠損処分を行う予定である。 

③ 港湾施設原因者負担金 73,000円 
  本件は、ガードパイプの原状復旧の費用で、平成 20年度に最後の 
 分納を受けて以降、本人が県外遠隔地へ転居した後は再三の催告に 
 も連絡も納付もない状態で、残金が未収となっている。 
  令和 7年度には所在調査を行い改姓と新住所が判明し、改めて催 
 告を行ったところ、令和 7年 7月に本人より文書にて「時効の援用」 
 の申し出があったため、令和7年度末に不納欠損処分を行う。 

雑入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 5,845,800円 
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 収入済額 134,554円 

 不納欠損額 0円 

 令和7年11月30日現在の収入未済額 5,711,246円 

 
（２）港湾施設使用料の収入未済額 4,053,900円 

① 野積場占用料 4,025,740円 
  本件は、平成18年度から平成21年度までの野積場占用料が未収 
 となっているものである。 
  対象法人は、現在休眠状態であり、県が差し押さえている倉庫及 
 び動産以外に処分可能な財産は確認されていない。 
  平成 26年 1月に倉庫の公売を実施したが、落札者から公売代金の 
 入金がなく、不成立となっている。その際の公売保証金200,000円 
 については滞納処分費（建物鑑定料）及び収入未済に充当している。 
  その後も、平成30年 3月に倉庫内部の動産を差し押さえし、倉庫 
 及び動産を一体として同年12月に公売を実施したが、応札者はなく 
 不成立となっている。 
  令和 7年度においては、差し押さえている倉庫及び動産の現地確 
 認や本店所在地の役場に資産の状況等について聞き取り調査を行 
 い、工場跡地の土地及び建物について登記簿調査を行った。併せて、 
 対象法人の預金・生命保険の詳細調査を行い、これらの調査結果を 
 もって、換価価値の再検討を行うとともに執行停止や不納欠損も視 
 野に入れた処理を進める。 
  また、新たな収入未済の発生を防ぐため、指定納期限までに納付 
 されない案件が発生した場合は、早期に督促を行い納付を促し、必 
 要に応じて差押えを実施するなど厳格な滞納処分を行う。 
 
② 駐車場使用料 28,160 円 
  本件は、令和 6年度のマリンターミナルの駐車場使用料である。 
  これについては、納付折衝の結果、令和7年 7月に全額納付され 
 収入済みとなった。 

 
    港湾施設使用料の収入未済額の状況 

 令和 6 年度決算額 4,053,900円 

 収入済額 28,160円 

 不納欠損額 0円 
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 令和7年11月30日現在の収入未済額 4,025,740円 
 

＜教育委員会事務局人権教育課＞ 
 教育委員会奨学金貸付金元金収入について、新たな収入未済の
発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める
必要がある。 
 
  教育委員会奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 278,328,853円 

 令和 5年度決算額 281,865,633円 

 増 減 額 △3,536,780円 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 当該貸付金の回収については、「新・徳島県債権管理基本方針」や「徳
島県地域改善対策奨学金等貸付金債権管理マニュアル」に基づき、滞納
者に対する督促状の送付や電話による納付指導を行ったほか、債務者と
の面談機会を増やすため、開設時間の工夫等も図りながら、隣保館など
県内延べ12か所で相談窓口を開設し対応した。 
また、各債務者に対し、返還状況を詳細に説明し、より具体的な返還
指導の実施や戸別訪問を行うなど、課員全員体制で歳入確保に取り組ん
だ。さらに、返還免除を含む奨学金返還制度について一層の理解が得ら
れるよう、今年度においても、「奨学金返還のしおり」について、わかり
やすい内容で作成し、債務者に対して広く制度の周知を図ることで、新
たな収入未済の発生防止に努めた。 
令和 7年度からは、「未収金に係る債権整理計画」等に基づき、長期所
在不明者や未手続の死亡免除対象者などの債務者の対応について検討を
進め、対応可能なものについて債権整理を進める。 
今後とも、このような取組を継続する中で、債務者個々の生活の状況
等を勘案しながら、分割納入など適切な償還方法の指導・相談を行うこ
とにより一層の収入確保を図るとともに、新たな収入未済の発生防止に
努める。 
 
      教育委員会奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 278,328,853円 

 収入済額 4,448,785円 

 不納欠損額 0円 

 令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 273,880,068円 
 

＜教育委員会事務局生涯学習課＞ 
 奨学金貸付金元金収入について、新たな収入未済の発生を防ぐ
とともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。 
 

 
  徳島県奨学金貸付金の未収金については、「徳島県奨学金貸付金返還
促進取扱要綱」及び「奨学金貸付金返還指導マニュアル」に基づき、「未
収金削減強化月間」を 3 か月間設定し、「奨学金未収金対策チーム」を
中心に、積極的な返還指導及び督促を行うほか、弁護士法人に債権回収
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  奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

 令和 6年度決算額 77,901,820円 

 令和 5年度決算額 82,760,126円 

 増 減 額 △4,858,306円 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の一部を委託するなど、多角的かつ重層的な取組を行っている。 

 1 長期滞納者に対する重点的な督促 
  要綱等に基づき、1 月に督促状の送付を行い、指定期限を経過しても
返還等を行わない者に対しては、3月に催告状を送付した。 
  また、対象者のうち、一括返還が困難な者については、返還計画書等
を提出させ分割返還を認めており、分納承認者についてはおおむね計画
どおりの返還が継続している。 

 2 所在不明者の住所の把握 
  所在が不明の場合は、架電及び住民基本台帳ネットワークシステムを
利用することに加えて住民票等の請求を行った。 

 3 新規返還開始者に対する返還開始案内及び返還指導 
 早期の未収金の発生を防ぐため、文書に加え架電でも返還開始を案内
し、対象者には返還猶予制度の説明を行った。 
 また、滞納の常態化を防ぐため、初回返還が未納となった者に対して、
速やかに架電による督促及び返還指導を実施した。 

 4 個々の状況に応じた細やかな返還指導 
 奨学生等が滞納状態に陥るのは、ある程度やむを得ない理由がある場
合が多いことから、返還猶予制度や返還毎期額の減額等を説明するなど、
細やかな返還指導に努めた。 

 5 弁護士法人の活用 
 返還が極めて困難な者に配慮した上で、令和 3年 5月から長期滞納者
に対する債権回収業務を長期継続契約により弁護士法人へ委託した。 
 今後も引き続き、効果的な取組を行うとともに、きめ細やかな返還指
導により、収入未済額の縮減に努める。 
 
 奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況 

令和 6年度決算額 77,901,820円 

収入済額 7,420,470円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 70,481,350円 

  

＜中央病院＞ 
 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未
収金の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に

 
 未収金の回収については、「徳島県病院事業滞納未収金管理要綱」に 
基づき、文書、電話による督促を行うとともに、未納者に対して分割納
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努める必要がある。 
 
  医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和 6年度決算額に係る 
 令和 7年 5月末残額 130,933,615円 

 令和5年度決算額に係る  
 令和 6年 5月末残額 130,714,596円 

 増 減 額 219,019円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

付や高額療養費制度等の活用について、丁寧に説明すること等により早
期回収に努めている。 
 長期滞納者のうち、督促を行ってもなお支払に応じない者に対し、法
的措置として「支払督促」を実施しており、令和7年度には、11月末ま
でに248,000円を回収した。 
 さらに、平成29年度からは、回収が困難な未収金の回収業務を弁護士
法人に委託しており、未収金の収入促進に向けて取組を強化している。
その結果、令和7年度には、11月 30日までに2,947,782円を回収した。 
 また、24時間会計の実施やクレジットカード決済の活用等により患者
の利便性を高めるとともに、患者支援センターにおいて、医療ソーシャ
ルワーカー等の職員が患者のニーズに応じた納付相談や生活福祉資金貸
付制度等の各種社会保障制度を紹介することにより、未収金発生の防止
に努めている。 
 今後とも、公平性の担保と収入の確保のため、新たな未収金の発生の
抑制に努めるとともに、やむを得ず発生した未収金については継続的な
督促を実施する等、適切な債権管理に努めたい。 
 

医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

令和 6年度決算額に係る 
令和 7年 5月末残額 130,933,615円 

収入済額 9,436,039円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 121,497,576円 
 

＜三好病院＞ 

 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未
収金の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に
努める必要がある。 
 
 
  医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和 6年度決算額に係る 
 令和 7年 5月末残額 30,539,216円 

 令和 5年度決算額に係る 
令和 6年 5月末残額 26,114,083円 

 
 未収金の回収については「徳島県病院事業滞納未収金管理要綱」に基
づいて処理（随時、文書、電話による督促）を行うとともに、未納者に 
対して分割納付・高額療養費制度等の活用について丁寧に説明するなど、
早期回収に努めている。 
 長期未納者のうち督促を行っても支払に応じない者に対して、法的措
置による「支払督促」の申し立てを行っており、令和 6年度末までに38
名に実施した。 
 さらに、平成29年度から回収が困難である未収金の回収業務を弁護士
法人に委託しており、令和 7 年度には、11 月 30 日までに 1,130,278 円
を回収した。 
  また、患者支援センターにおいて、医療ソーシャルワーカー等の職員
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 増 減 額 4,425,133円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

が、患者のニーズに応じた納付相談や生活福祉資金貸付制度等の各種社
会保障制度の紹介を行うとともに、クレジットカード決済の活用等によ
り患者の利便性を高め、未収金発生の防止に努めている。 
  今後とも、公平性の担保と収入の確保のため、新たな未収金の発生の
抑制に努めるとともに、やむを得ず発生した未収金については継続的な
督促を実施する等、適切な債権管理に努める。 
 
医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

令和 6年度決算額に係る 
令和 7年 5月末残額 30,539,216円 

収入済額 2,889,557円 

不納欠損額 0円 

令和 7年 11月 30日現在の収入未済額 27,649,659円 
 

＜海部病院＞ 
 医業未収金（診療報酬等個人負担分）について、新たな滞納未
収金の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に
努める必要がある。 
 
  医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和 6年度決算額に係る  
 令和 7年 5月末残額 10,493,087円 

 令和 5年度決算額に係る  
 令和 6年 5月末残額 5,619,582円 

 増 減 額 4,873,505円  

 

 

 

 

 

 

 
 未収金の回収については、「徳島県病院事業滞納未収金管理要綱」に
基づき、文書、電話による督促を行うとともに、未納者に対して分割納
付や高額療養費制度等の活用について、丁寧に説明すること等により、
早期回収に努めている。 
  さらに、平成29年度から、回収が困難である未収金の回収業務につい
ては、弁護士法人へ委託して取組を強化しており、令和 7 年度には、11
月 30日までに185,800円を回収した。 
  また、医療ソーシャルワーカー等の職員が、患者のニーズに応じた納
付相談や生活福祉資金貸付制度等の各種社会保障制度の紹介を行うとと
もに、クレジットカード決済の活用等により患者の利便性を高め、新た
な未収金発生の防止に努めている。 
  今後とも、公平性の担保と収入の確保のため、新たな未収金発生の抑
制に努めるとともに、やむを得ず発生した未収金については、継続的な
督促を実施する等、適切な債権管理に努める。 
 
 医業未収金（診療報酬等個人負担分）の状況 

 令和 6年度決算額に係る  
令和 7年 5月末残額 10,493,087円 

 収入済額 4,695,380円 

 不納欠損額 0円 
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令和7年11月30日現在の収入未済額 5,797,707円 
 

 
 


